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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第93期
第１四半期
連結累計期間

第94期
第１四半期
連結累計期間

第93期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (百万円) 16,396 16,528 65,031

経常利益 (百万円) 1,030 1,449 3,517

四半期（当期）純利益 (百万円) 716 1,189 2,452

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 739 1,987 3,348

純資産額 (百万円) 48,757 52,581 50,852

総資産額 (百万円) 70,788 75,928 71,742

１株当たり四半期 (当期) 純利益
金額

(円) 11.30 19.05 38.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期 (当期) 純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.9 69.3 70.9

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期 (当期) 純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ (当社及び当社の関係会社) が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による金融緩和策や政府による各種経済政策の効果に加

え、住宅投資や個人消費の改善などから、内需は底堅く推移いたしました。

一方、海外経済は、債務問題が依然として続く欧州の景気は回復には至っておりませんが、米国は減税措置などの

経済政策を基に回復し、また、アジア地域は一部に弱さが残るものの緩やかに成長いたしました。

こうした中、為替が円安に変動したこともあり、自動車や資本財を中心に輸出も好転し、日本の鉱工業生産は持ち

直したことから、設備投資も増加いたしました。

このような状況のもとで、当社の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高16,528百万円（前年同四半期比

0.8％増）、損益面では、営業利益1,434百万円（前年同四半期比62.3％増）、経常利益1,449百万円（前年同四半期

比40.7％増）、四半期純利益1,189百万円（前年同四半期比65.9％増）となりました。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　自動機械部門

主力商品の薬品自動包装システムは、ジェネリック医薬品普及促進と医療用医薬品安全対応に向けた設備投

資が拡大し、売上は増加いたしました。　

一方、車載用電池の設備投資が見送られたリチウムイオン電池製造システム、海外の情報通信機器関係の設

備投資が縮小した三次元はんだ印刷検査機の売上は減少いたしました。

その結果、売上高は3,398百万円（前年同四半期比44.5％増）、営業利益は429百万円（前年同四半期比

161.5％増）となりました。

②　機器部門

国内市場では、安定的な成長が続く医療分析装置、設備投資がアジアで活発化しているＦＰＤ製造装置向け

などの売上は増加いたしました。一方、設備投資が減少した半導体や自動車業界向け、輸出が不調に転じた工作

機械向けの売上は減少いたしました。

海外市場では、経済回復が進む米国及び半導体やＦＰＤの設備投資が好調な東アジアの売上は増加いたしま

した。一方、東南アジアは、前年同四半期に需要増の要因となったタイの水害復興特需が終了した影響から売上

は減少いたしました。

その結果、売上高は13,130百万円（前年同四半期比6.5％減）、営業利益は1,575百万円（前年同四半期比

17.0％増）となりました。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等 (会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項) は次のとおりであります。

　
① 基本方針の内容

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為（下記③において定義さ

れます。）に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねら

れるべきものであると考えております。しかし、当社の経営にあたっては、自動化技術と流体制御技術等長年にわた

るノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が

不可欠であり、これらに関する十分な情報なくしては、株主の皆様が将来実現することができる企業価値ひいては株

主価値を適切に判断することはできないものと考えております。

　
② 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他基本方針の実現に資する取組み

当社は、創業以来、一貫して自動化技術・流体制御技術の研究開発に取組み、高品質・高効率の自動化を実現する

とともに、省資源・省エネルギーを考慮した自動機械装置及び自動化機器を開発し、あらゆる産業界の自動化・ロー

コスト化に貢献してまいりました。その結果、自動機械商品においては、高い安全性と環境性能をもつ薬品自動包装

システムは国内で80％のシェアを占めており、リチウムイオン電池製造システムや電子基板の三次元はんだ印刷検

査機についても高いシェアを誇っております。また、機器商品においても、半導体製造に欠かせない薬液制御機器や、

あらゆる産業に応用可能な流体制御機器についても国内でトップの地位を堅持しております。当社は、国内はもとよ

り海外各地において幅広い販売ネットワークを構築しているほか、お客様との密接な関係を構築し、世界に通用する

品質保証体制の構築と環境対応商品の開発を行い顧客満足度の向上に邁進しております。

また、企業の社会的責任を全うするため、環境保全活動の一層の推進、ＣＳＲ基金による社会貢献、社員の自主活動

の支援などによりステークホルダーとのコミュニケーションを深めるとともに、行動規準をはじめとする各種社内

規程の整備を行うなど内部統制システムを充実させております。

平成25年４月には、「商品・販売・生産のＧＬＯＢＡＬ化」を基本方針とした新中期経営計画『ＧＬＯＢＡＬ

ＣＫＤ ２０１５』（平成25年度～平成27年度）をスタートいたしました。急速に変化する市場環境の中で、成長市

場と海外市場での売上を拡大することを狙い、新規事業の展開、新興国への販売網構築、海外工場の生産機能の強化

など積極的な事業活動を展開することにより、企業価値の増大に努めてまいります。

　
③ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

当社は、平成25年６月21日開催の第93期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20％以上

とすることを目的とする当社株券等 (注) の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上

となる当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といいます。）を行う者（以下「大規模

買付者」といいます。）に対する対応方針（以下「本方針」といいます。）を更新いたしました。

本方針の有効期限は、平成25年６月21日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会終結の時までであり、その概要は次のとおりであります。

(注)「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
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［本方針の概要］

Ⅰ．大規模買付ルールの内容

当社が設定した大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を

提供しなければならず、②その後当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為を

開始することができる、というものであります。

具体的な大規模買付ルールの内容は次のとおりであります。

　
（1）情報の提供

① 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、

住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示し、大規模買付ルール

に従う旨を表明した意向表明書をご提出いただきます。

② 当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提出いただくべき当社株主の皆様

の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）

のリストを当該大規模買付者に交付します。本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行

為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下の事項を含みます。

(ａ) 大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての

経験等に関する情報を含みます。）

(ｂ) 大規模買付行為の目的及び内容

(ｃ) 当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け

(ｄ) 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策

等（以下「買付後経営方針等」といいます。）

③ 当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは当社株主の皆様の判断又は当社取締役会とし

ての意見形成のためには不十分と認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した

うえで、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求めることがあります。

④ 大規模買付者には、当社が最初に本必要情報のリストを交付した日から起算して60日以内に本必要情報の

提供を完了していただきます（以下「必要情報提供期間」といいます。）。なお、本必要情報の具体的内容は大

規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますので、当社取締役会は、独立委員会の勧告を

最大限尊重したうえで、必要情報提供期間を最長30日間延長することができるものといたします。

当社取締役会が追加的に本必要情報の提供を求めた場合に、大規模買付者から本必要情報の一部について提

供が困難である旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が要求する本必要情報が全て揃わなくとも、

本必要情報の提供が完了したと判断し、当社取締役会による評価・検討を開始することがあります。また、必要

情報提供期間が満了した場合には、本必要情報が十分に揃わない場合であっても、その時点で当社取締役会は

本必要情報の提供に係る大規模買付者とのやり取りを終了し、ただちに取締役会評価期間を開始するものとい

たします。

⑤ 大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断

のために必要かつ適切と認められる範囲において、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたしま

す。また、大規模買付者が本必要情報の提供を完了した場合（大規模買付者から本必要情報の一部について提

供が困難である旨の合理的な説明があり、当社取締役会が本必要情報の提供が完了したと判断する場合を含み

ます。）又は必要情報提供期間が満了した場合は、速やかにその旨を開示いたします。

　
（2）取締役会評価期間の確保

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報

の提供を完了した後又は必要情報提供期間が満了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付

けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えら

れるべきものと考えております。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるも

のとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は外部の有識者等の助言を受けながら、提供された本必要情

報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大

規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様

に対し代替案を提示することもあります。

なお、当社取締役会が当初の取締役会評価期間の満了時までに当社取締役会としての意見の公表に至らな

い場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、評価、検討、交渉、意見形成、代替案立

案のために合理的に必要とされる範囲内（但し、30日間を上限とします。）で、取締役会決議をもって取締役

会評価期間を延長することができます。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議さ

れた具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って

直ちに株主の皆様に対して開示いたします。
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Ⅱ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

　
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすることにより、当社株

主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は取りません。大規模買付者の買

付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意

見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。もっとも、大規模買付ルールが順守されている場

合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと認められる場合には、

当社取締役会は、例外的に対抗措置を発動することがあります。

また、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうか否か及び対抗措置を発動す

べきか否かの検討及び判断については、その客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者

の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の勧

告を最大限尊重したうえで、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の

種類・金額等）や当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値に与える影響を検討し、取締役会決

議をもって決定することといたします。当社取締役会は対抗措置の発動として株主への無償割当てにより新株

予約権を発行するものといたします。

　
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者により大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主価値を守ることを目的として、対抗措置を発動し、大規模買付行

為に対抗する場合があります。この大規模買付者により大規模買付ルールが順守されたか否か及び対抗措置を

発動すべきか否かの検討及び判断については、当社取締役会は、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の

勧告を最大限尊重したうえで、取締役会決議をもって決定することといたします。

　
④ 本方針の妥当性に関する取締役会の判断

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は上記③のとおり原則として当該大規模買

付行為に対する対抗措置は取りません。従いまして、大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様におい

て、大規模買付者から提供され当社取締役会により開示された本必要情報、当該大規模買付行為の提案及び当社取締

役会が提示する当該大規模買付行為の提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになるた

め、当社取締役会は本方針が上記①の基本方針に沿うものであると考えております。

また、本方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経

営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証するこ

とを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについ

て適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主価値の保護につながるものと考え

ております。従いまして、本方針は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行うにあたっての前提として、当

社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであり、決して当社役員の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。

　
　
(3) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、559百万円であります。　

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　
(4) 生産、受注及び販売の実績  

当第１四半期連結累計期間において、自動機械部門の生産実績及び販売実績が著しく増加しております。これは主

として、薬品自動包装システムの販売が好調であったことによるものであります。自動機械部門の当第１四半期連結

累計期間における生産実績は、3,286百万円 (前年同四半期比45.7％増) 、販売実績は、3,398百万円 (前年同四半期

比44.5％増) となりました。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 233,000,000

計 233,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年８月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,429,349 69,429,349
東京証券取引所
名古屋証券取引所
(各市場第一部)

単元株式数100株

計 69,429,349 69,429,349 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年４月１日～
平成25年６月30日

─ 69,429,349 ─ 11,016 ─ 11,797

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成25年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】
　 　 平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　6,976,000

― 単元株式数100株

(相互保有株式)

普通株式　　　 11,000
― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式   62,406,700 624,067 同上

単元未満株式 普通株式       35,649― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 69,429,349 ― ―

総株主の議決権 ― 624,067 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合

(％)

(自己保有株式)
ＣＫＤ株式会社
 

愛知県小牧市応時二丁目

250番地

6,976,000― 6,976,000 10.05

(相互保有株式)
株式会社パボット技研
 

愛知県丹羽郡大口町伝右

二丁目67番地

11,000 ─ 11,000 0.02

計 ― 6,987,000― 6,987,000 10.06

(注)  上記のほか、連結財務諸表において自己株式として表示している当社株式が、355,300株あります。これは「従業

員持株会連携型ＥＳＯＰ」の導入により、平成23年２月21日付で株式会社三井住友銀行「ＣＫＤ持株会信託口」へ

譲渡した自己株式1,287,000株のうち、平成25年３月31日現在、当該信託が所有している当社株式であります。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
　

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

64号）に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,322 9,461

受取手形及び売掛金 ※2
 16,294

※2
 16,526

営業未収入金 2,355 2,845

有価証券 3,000 3,000

商品及び製品 3,915 3,722

仕掛品 2,072 2,548

原材料及び貯蔵品 10,192 10,334

その他 2,500 2,563

貸倒引当金 △71 △75

流動資産合計 47,582 50,928

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,178 7,196

その他（純額） 11,164 11,300

有形固定資産合計 18,342 18,497

無形固定資産 823 801

投資その他の資産 ※1
 4,994

※1
 5,700

固定資産合計 24,160 24,999

資産合計 71,742 75,928

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,035 8,921

短期借入金 2,909 2,837

未払法人税等 201 291

賞与引当金 73 848

その他の引当金 445 446

その他 5,139 5,448

流動負債合計 16,804 18,792

固定負債

長期借入金 2,161 2,031

引当金 118 135

その他 1,805 2,388

固定負債合計 4,085 4,554

負債合計 20,890 23,347

純資産の部

株主資本

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,737 12,737

利益剰余金 31,273 32,150

自己株式 △4,832 △4,779

株主資本合計 50,194 51,124

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 622 813

為替換算調整勘定 36 643

その他の包括利益累計額合計 658 1,456

純資産合計 50,852 52,581

負債純資産合計 71,742 75,928
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 16,396 16,528

売上原価 11,984 11,494

売上総利益 4,411 5,034

販売費及び一般管理費 3,527 3,599

営業利益 883 1,434

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 49 45

為替差益 78 －

その他 69 73

営業外収益合計 200 123

営業外費用

支払利息 16 17

売上割引 23 29

為替差損 － 50

その他 13 10

営業外費用合計 53 108

経常利益 1,030 1,449

特別利益

固定資産売却益 0 1

退職給付制度改定益 － 294

特別利益合計 0 295

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 2

特別損失合計 1 3

税金等調整前四半期純利益 1,029 1,741

法人税、住民税及び事業税 51 194

法人税等調整額 260 357

法人税等合計 312 551

少数株主損益調整前四半期純利益 716 1,189

四半期純利益 716 1,189
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 716 1,189

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △257 191

為替換算調整勘定 279 606

その他の包括利益合計 22 798

四半期包括利益 739 1,987

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 739 1,987

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(追加情報)

退職給付制度の改定

当社は平成25年４月１日付で確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を改定するとともに、確定給付企業年

金制度の一部を確定拠出年金制度に移行し、確定拠出年金制度が退職給付制度に占める割合をこれまでの20％から

50％に引き上げております。この移行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」 (平成14年１月31日企

業会計基準適用指針第１号) 及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」 (平成14年３月

29日 実務対応報告第２号) を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行

い、当第１四半期連結累計期間に特別利益として294百万円を計上しております。

　

　 (四半期連結貸借対照表関係)

※１.　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

投資その他の資産 33百万円 33百万円

　
※２.　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は次のとお

りであります。

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 196百万円 175百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 618百万円 557百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間 (自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

    配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月10日
取締役会

普通株式 380 6 平成24年３月31日 平成24年６月４日 利益剰余金

（注）平成24年５月10日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金４百万円を含

めております。

　
当第１四半期連結累計期間 (自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

    配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月10日
取締役会

普通株式 312 5 平成25年３月31日 平成25年６月３日 利益剰余金

（注）平成25年５月10日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金１百万円を含

めております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間 (自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)　

　

報告セグメント

調整額
 (注) １

四半期連結
損益計算書
計上額
 (注) ２

自動機械部門 機器部門　 計

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,352 14,044 16,396 ― 16,396

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― 48 48 △48 ―

計 2,352 14,092 16,445 △48 16,396

セグメント利益 164 1,346 1,510 △626 883

(注) １．セグメント利益の調整額△626百万円には、セグメント間取引消去８百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△635百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長期的な基

礎的研究費用並びにＣＫＤグローバルサービス株式会社に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間 (自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)　

　

報告セグメント

調整額
 (注) １

四半期連結
損益計算書
計上額
 (注) ２

自動機械部門 機器部門　 計

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,398 13,130 16,528 － 16,528

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

－ 32 32 △32 －

計 3,398 13,162 16,561 △32 16,528

セグメント利益 429 1,575 2,004 △569 1,434

(注) １．セグメント利益の調整額△569百万円には、セグメント間取引消去８百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△578百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長期的な基

礎的研究費用並びにＣＫＤグローバルサービス株式会社に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 11円30銭 19円05銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 716 1,189

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 716 1,189

普通株式の期中平均株式数(千株) 63,453 62,453

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が保有する当

社株式の数を含めて算定しております。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　

２ 【その他】

平成25年５月10日開催の取締役会において、前期末配当に関し、次のとおり決議しました。

① 配当金の総額……………………………………………………………312百万円

② １株当たりの金額………………………………………………………５円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日………………………………平成25年６月３日

（注）平成25年３月31日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行いました。

　
　
第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月６日

ＣＫＤ株式会社

取締役会　御中

　
有限責任監査法人トーマツ 　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　寿　　佳　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　服　　部　　一　　利　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＣＫＤ株式会社の

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＣＫＤ株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

 (注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (四半期報

告書提出会社) が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。
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